
令和８年３月１０日制定 

 

令和８年度第４０回中部高圧ガス保安大会（４０周年記念大会） 

における中部高圧ガス保安団体連合会代表幹事表彰実施要領 

 

１．目的 

この要領は、中部高圧ガス保安団体連合会に属する者で高圧ガスによる災害防止に

成果を収めた事業者、高圧ガス保安業務に尽力した者等及び将来にわたって高圧ガス

保安に貢献することが期待される若手保安者を表彰し、保安意識の高揚と自主保安の

推進を図り、もって高圧ガス保安を確保するため代表幹事表彰実施要領を制定し、こ

の要領に基づき代表幹事表彰を行うことを目的とする。 

 

２．表彰の時期・場所 

表彰は第４０回中部高圧ガス保安大会において監督部長表彰に続いて実施する。 

 

３．表彰実施者 

中部高圧ガス保安団体連合会代表幹事（高圧ガス保安協会中部支部長）＊ 

 

４．表彰種類及び対象者（被表彰者） 

被表彰者は、中部高圧ガス保安団体連合会の構成団体に属する事業者（構成団体を含

む）、個人（構成団体の役職員を含む）とする。 

（１）表彰種類 

① 優良保安事業所：高圧ガスの製造・販売等による災害防止に成果 

② 優良保安者：所属事業所等に従事する者又は構成団体の役職員(非常勤、ＯＢを

含む)で保安業務に尽力 

③ 若手保安者奨励賞：将来にわたって活躍が期待できる有望な若手の指導者 

（２）被表彰数：①②原則１構成団体１者まで合計２７件以内 

        ③ 原則１構成団体１者まで合計２７件以内 

（３）表彰は表彰者１名につき表彰状及び記念品を贈呈する。 

 

５．表彰の推薦条件 

推薦者は、中部高圧ガス保安団体連合会の構成団体の代表者とする。 

推薦条件は、以下のとおりとし、年数は令和８年３月末から起算して算定する。 

（１）優良保安事業所【様式１】 

高圧ガスの製造・販売等による災害防止に成果があり、過去１０年以内に高圧ガ 

スに係る事故、法令違反等脚注１がないこと。 

（２）優良保安者脚注２【様式２】 
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(ａ)保安功労者 

高圧ガスの保安業務に尽力し、業務経験が通算１５年以上あり４０才以上で高圧

ガス製造保安責任者、高圧ガス販売主任者又は液化石油ガス設備士のいずれかを取

得していること。 

(ｂ)保安功績者 

構成団体の役職員（ＯＢ、非常勤を含む）で業務経験が通算１５年以上あり４０

才以上で高圧ガス関連資格取得については問わない。 

（３）若手保安者奨励賞【様式３】 

   将来にわたって活躍が期待できる人材として、職制を問わず通算８年以上の経験

を有し、４０才未満であり高圧ガス製造保安責任者、高圧ガス販売主任者又は液化

石油ガス設備士のいずれかを取得していること。 

（４）中部高圧ガス保安団体連合会における表彰を受けていないこと。 

 

６．選考委員会の設置 

代表幹事表彰を実施するにあたり、被表彰者の選考を行うことを目的とする選考委員

会を設置する。 

（１）代表幹事表彰の選考にあたり中部高圧ガス保安団体連合会に選考委員会を置き、 

選考委員は世話人が務めることとし委員長は代表幹事をもって構成する。 

また、選考委員会の事務局は高圧ガス保安協会中部支部とし、委員等は無報酬と 

する。 

（２）監督部保安課から１名をオブザーバーとして招へいする。 

（３）被表彰者の選考にあたって、選考委員会を開催し最終決定者は代表幹事とする。 

なお、被表彰者枠が定数を超えた場合、該当者の中から選考する。 

（４）選考委員会は代表幹事が招集する。 

（５）選考委員会は、令和７年度中部高圧ガス保安団体連合会総会を経て発足、第４０

回中部高圧ガス保安大会の終了をもって解散する。 

 

７．推薦書及び選考基準 

（１）推薦書及び選考基準は、事務局が策定した推薦書、選考(基準)書を選考委員会に

諮り運用する。 

（２）推薦書、選考(基準)書及び実施要領は、第４０回中部高圧ガス保安大会の終了を

もって廃止する。 

 

８．候補者の選考方法及び決定通知 

（１）令和７年度中部高圧ガス保安団体連合会総会に諮り、令和８年４月以降に構成団

体へ候補者の推薦を依頼する。 

（２）推薦期間は令和８年５月１１日～７月３１日までとする。 
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（３）推薦は、推薦書を利用し選考委員会事務局へ送付する。 

（４）各構成団体から推薦のあった候補者を７．に基づく選考基準により選考委員会に 

  て審査し選考、被表彰者を決定する。 

（５）被表彰者には、推薦した構成団体を通じて選考委員会事務局より通知する。 

 

９．協賛金 

表彰者１名につき協賛金として、推薦団体は５,０００円／人を負担する。 

ただし、表彰者から大会参加費は徴収しない。 

又は、４０周年事業年度のみ大会参加費を限定値上げすることで対応する。 

 

１０．記念事業全般の事務局は高圧ガス保安協会中部支部とする。 

 

脚注１：事業所における「事故、法令違反等」の捉え方と推薦可否の判断基準・凡例 

× ①Ａ法人ａ事業所で事故、法令違反等あり：ａ事業所の推薦不可 

○ ②Ａ法人ｂ事業所は事故、法令違反等なし：ｂ事業所は推薦可能 

× ③Ａ法人ａ事業所第１プラントで事故、法令違反等があり、 

第２プラントでは事故、法令違反等なし 

➠ａ事業所は推薦不可（第１プラントを包含するため） 

 

脚注２：個人の推薦の判断基準 

優良保安者 業務経験・年齢 高圧ガス資格 当連合会受賞歴 

① 保安功労者：事業所 通算１５年以上 

・４０才以上 

必要 
無いこと 

② 保安功績者：構成団体 不要 

① 保安功労者の場合、所属する事業所が優良保安事業所の条件を満足しているこ

とを前提とするが、「事故、法令違反等」に関係したプラントに自らの責任・権

限が及ばない場合は除く。 

例：Ａ法人ａ事業所第１プラントで事故、法令違反等があり、 

第２プラントでは事故、法令違反等なし 

➠第１プラントでの勤務経験がなく第２プラントに所属する場合：推薦可能 

② 保安功績者の場合も、所属する構成団体が優良保安事業所と同様に法令違反等

がないことを前提とする。 

 

＊付記：代表幹事とは、中部高圧ガス保安団体連合会規約（平成２９年１１月２０日施行)

第７条２項において、「代表幹事は、高圧ガス保安協会中部支部の支部長とする。」

と規定している。 
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中部高圧ガス保安団体連合会構成団体グループ区分 

 

第１グループ：一般ガス分野（４団体） 

愛知県高圧ガス安全協会 

岐阜県高圧ガス安全協会 

三重県高圧ガス安全協会 

富山県高圧ガス安全協会 

 

第２グループ：ＬＰ分野（５団体） 

一般社団法人 愛知県ＬＰガス協会 

一般社団法人 岐阜県ＬＰガス協会 

一般社団法人 三重県ＬＰガス協会 

一般社団法人 富山県エルピーガス協会 

一般社団法人 石川県エルピーガス協会 

 

第３グループ：冷凍分野（５団体） 

愛知県冷凍設備保安協会 

岐阜県冷凍設備保安協会 

三重県冷凍設備保安協会 

富山県冷凍設備保安協会 

石川県冷凍設備保安協会 

 

第４グループ：空調分野（５団体） 

一般社団法人 中部冷凍空調設備協会 

岐阜県冷凍空調設備協会 

一般社団法人 三重県管工事工業会 冷凍空調部会 

一般社団法人 富山県冷凍空調設備工業会 

石川県冷凍空調設備工業会 

 

第５グループ：その他の分野（９団体） 

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会 東海地域本部 

一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会 中部西日本支所 

一般財団法人 日本ガス機器検査協会 名古屋検査所 

東海高圧ガス溶材組合連合会 

北陸高圧ガス溶材組合 

中部高圧ガス充填工業協同組合 

東海高圧ガス容器管理委員会 

東海北陸高圧ガス地域防災連合会 

特別民間法人 高圧ガス保安協会 中部支部 


